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大雪時における車両滞留対策について 

 

近年、大雪による大渋滞や車両の立ち往生が発生しています。国土交通省は 2021年 3月 31日に

大雪による道路交通への障害を減らす対策として、2018年策定の「大雪時の道路交通確保対策の  

中間取りまとめ」を改定しましたので概要をご紹介します。また、2021年 3月通達の「冬用タイヤ

の安全性確認のルール化」、および大雪発生時における柔軟な対応についてもお伝えします。  

 

１．国土交通省による方針の転換 

これまでは道路をできるだけ通行止めにせず、道路ネットワーク機能への影響を最小化することを

目標としていましたが、2021 年 3月の改定では「人命を最優先に、幹線道路上で大規模な車両滞留

を徹底的に回避すること」を基本的な考え方とすることが明記されました。 

＜主な対策＞ 

（１） 大規模な車両滞留の予兆を把握し的確に対応できるようタイムラインを作成し、降雪前、 

降雪時、滞留発生時等の各段階の行動計画を策定する。広範囲での通行止めや、高速道路と

並行する国道等の同時通行止めなどを躊躇なく実施する。 

 

（２） やむを得ず立ち往生が発生した場合も想定し、国は他の道路管理者をはじめ関係機関と連携 

して、中央分離帯開口部やＵターン路、路外への救助（退出）場所の情報共有や合同訓練を

実施する等、短期間の集中的な大雪への対応に十分備えるとともに、訓練等を踏まえタイム

ラインの整合性を確認し、適宜見直しを図る。 

 

（３） 地域状況に応じて排雪を含む除雪手法の選択や除雪体制の増強を図り、大規模な車両滞留を

回避する。特に都市高速道路においては、高架部が多く路肩が狭い等の構造上の特性から、

冷却作用により路面の積雪が凍結しやすく、車両走行時の視認性確保のために区画線が確認

できるレベルまでの排雪が必要。 

 

（４） 国や高速道路会社など道路管理者が通行止めを行う際は、運送事業者だけでなく荷主に対し

ても不急の道路利用を控えることや出発時間の変更、迂回などについて協力を求める。物流

の途絶を避けるために集中除雪を実施する。 

 

（５） 貨物輸送のスケジュールやルートを変更しやすいよう、道路管理者は通行規制情報を運送 

事業者や荷主に直接伝える方法を整備し、ＳＮＳなどを活用して適宜情報提供を行う。 

 

２．冬用タイヤの安全性確認のルール化 

2020年 12月に発生した北陸道における立ち往生では、滞留した 553台の車両のうち 7割が大型車で 

した。また、冬用タイヤを装着していても、縦断勾配 5％を超える区間では、立ち往生が多く発生し

ていることが判明しています。この大規模滞留を受け、国土交通省は冬用タイヤの装着の促進およ

び冬用タイヤの安全性確認についてルール化しました。 

＜ルール化の内容＞ 

（１） ノーマルタイヤ走行時に雪道で立ち往生した大型車の事業者に対しては指導を実施し、悪質

な場合は道路運送法に基づき行政処分の対象となる。 

 

（２） 冬用タイヤについても、残り溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よりもすり減って 

いないことの確認が義務となる。  
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残り溝深さがプラットホームに達している状態。冬用タイヤとしては使用できない。 

なお、チェーンを装着した場合は、未装着の場合に比べて発進・登坂性能が向上します。大雪警報が

発表されるなど相当量の積雪が見込まれる場合には、冬用タイヤでもチェーンを装着することが推奨

されています。 

 

３．異常気象における柔軟な対応 

大雪や台風などの異常気象時における無理な運行により、トラックの車両事故が発生する場合が 

あります。大雪等による被害が予測される場合には、国から示された「異常気象時における措置の

目安」を基に、ドライバーの命と荷物を守る為の行動が求められます。異常気象により運行に支障

を来すことが予想される場合には、関係者間で連携し、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、  

予定されていた配送時期の前倒し、運送可能域内での荷物の融通を行うなどにより、不要不急の  

運行を控えることが肝要です。なお、大雪等の悪天候時に輸送を強要し、違反原因行為を行った

ことが明らかになった荷主については、荷主勧告制度に基づき、違反行為の再発防止を勧告さ

れると共に、当該荷主名および事案の概要が公表されます。人命の最優先、また被害拡大を  

防止する為にも、異常気象時には運送事業者および荷主とで連携し、柔軟に対応することが   

重要です。 
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